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令和元年塩尻市議会１２月定例会 

産業建設委員会会議録 
 

○日  時 令和元年１２月１１日（水） 午前１０時００分 

○場  所 全員協議会室 

○審査事項 

議案第 ９号 塩尻市都市公園条例の一部を改正する条例 

議案第１０号 塩尻市農産物加工所条例の一部を改正する条例 

議案第１３号 市道路線の廃止及び認定について 

議案第１４号 令和元年度塩尻市一般会計補正予算（第５号）中 歳出５款労働費（１項労働諸費２目ふれあ

いプラザ運営費を除く）、６款農林水産業費、７款商工費、８款土木費 

○出席委員・議員 

       委員長   篠原  敏宏 君     副委員長   中野  重則 君 

        委員   中村   努 君       委員   古畑  秀夫 君 

        委員   牧野  直樹 君 

        議長   丸山  寿子 君 

○欠席委員 

        委員   永井  泰仁 君 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○説明のため出席した理事者・職員 

       別紙名簿のとおり 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議会事務局職員 

       議会事務局長   横山  文明 君   議会事務局次長  赤津  廣子 君 

       議事総務係主事  小林  貴裕 君 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

午前９時５７分 開会 

○委員長 それでは若干、時間、二、三分早いですが、全員関係者はおそろいでありますので始めさせていただ

きます。 

ただいまから１２月定例会産業建設委員会を開会をいたします。永井委員からは、欠席の届けがありましたの

で御報告をいたします。 

 それでは、審査に入る前に理事者から御挨拶があればお願いをいたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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理事者挨拶 

○副市長 おはようございます。委員会をお開きをいただきまして、ありがとうございます。御提案を申し上げ

てございます各議案につきまして、よろしく御審査をいただきますようお願いを申し上げて挨拶とさせていただ

きます。 

○委員長 それでは、本日の日程を申し上げます。当委員会に付託された議案は、別紙委員会付託案件表のとお

りであります。本日の日程については、副委員長のほうから御説明を申し上げます。 

○副委員長 おはようございます。本日の委員会は、終了後に視察を行います。出発時刻につきましては、午後

１時１５分ごろの出発を予定をしております。庁舎南側の正面玄関へ集合をしてください。最初に太田橋へ視察

をし、その後農業集落排水統合事業箇所、これは洗馬の地区になります。それから、続きまして今村橋を視察を

する予定としております。市役所へはおおむね午後２時３０分ごろの到着を予定していますのでよろしくお願い

いたします。以上です。 

○委員長 では、そのようにお願いをいたします。 

 ただいまから議案の審査を行います。発言に際しましては、円滑な議事進行のため委員長の指名を受けた者の

みの発言とし、簡潔明瞭な説明、質問、御答弁、これを心がけていただきますよう御協力をお願いをいたします。

また、発言は必ずマイクを通していただきますようにお願いいたします。議事進行への御協力をお願いをいたし

ます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第９号 塩尻市都市公園条例の一部を改正する条例 

○委員長 それでは、議案第９号塩尻市都市公園条例の一部を改正する条例を議題といたします。説明を求めま

す。 

○都市計画課長 私からは議案第９号塩尻市都市公園条例の一部を改正する条例について御説明をいたします。

議案関係資料は２４ページをお願いいたします。 

提案理由でございますが、昨日の議案質疑で御説明をいたしましたとおり、３年に１度の見直しを行っていま

す使用料、手数料について、小坂田公園の多目的運動場及び北部公園の多目的運動場の使用料を見直すことに伴

い必要な改正をするものでございます。 

概要でございますが、それぞれの都市公園にあります多目的運動場の使用料は市内の塩尻市総合運動場の使用

料を基準に定められております。今回その総合運動場の使用料の改正に伴いまして、小坂田公園及び北部公園の

多目的運動場の使用料について体育施設の整合を図るため改めるものでございます。改定額につきましては、２

５ページ、２６ページの新旧対照表にありますとおり、小坂田公園の多目的運動場は、それぞれの時間帯での使

用料を全面使用の場合１，３００円を１，３２０円に、片面使用の場合はそれぞれ表にありますとおり改正する

ものでございます。また、ページをおめくりいただきまして、北部公園の多目的運動場につきましては、片面使

用の場合、早朝の時間帯は４７０円を４８０円に、それ以外の時間帯は６４０円を６６０円に改正するものでご

ざいます。 

なお、この条例につきましては、令和２年４月１日から施行するものでございます。以上、御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 
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○委員長 それでは、質疑を行います。委員の皆さんから質疑、質問ございますか。 

○古畑秀夫委員 使用料と直接関係ないんですが、この利用、どの程度、小坂田の多目的、将来的にいろいろ変

えていくようですけど、使用されている年間の回数、北部公園も合わせて、わかったらお願いします。 

○都市計画課長 実際、多目的運動場の貸し出しについては、体育施設と同様に社会教育課のほうで行っていま

す。正確な数字はあれですけれども、小坂田公園につきましてだけは再整備の関係で資料がございますので、小

坂田公園についてはおおむね年２５０件という形ですけれども、北部公園については社会教育課のほうで貸し出

しをしているということで、済みませんが手持ちの資料がございませんので御了承願いたいと思います。 

○委員長 古畑委員、よろしいですか。ほかに。 

○議長 私も関連でお願いをしたいと思います。小坂田公園のほうが一般に皆さんに利用されていることとかが

まだ見えると思うんですけれど、北部のほうですけれども、近隣の方からたまに御質問を受けて、草刈りのこと

ですとか御質問を受けます。区長さんたちのほうの会合の中でもその辺のことは、草を刈っていただきありがと

うございますのような言葉も含めながら御質問が出ていたかと思います。北部公園のほうですけど、その辺の管

理を年間を通してどんなふうにやっているのかということについてお聞きをしたいと思います。 

○都市計画課長 担当の係長より御説明をさせてよろしいでしょうか。 

○整備係長 都市計画課整備係長の柏原でございます。現在、北部公園の除草につきましては都市計画課整備係

のほうで管轄して行っておりまして、現行年３回行っておるところでございます。先ほどお話のあったとおり、

近隣の住民の方々から除草をもっと回数をふやしてほしいですとか、そういった御依頼もあることは事実でして、

そういったことを市民の意向を踏まえて来年度、令和２年度以降はもう少し除草回数をふやすですとか、やり方

を全体的に考え直す方向性で今検討しておりますので、現行年間３回行っておるところでございますが、４回、

５回とふやせる方向で行っていくように現在検討しておるところでございます。以上でございます。 

○議長 確認ですけれども、一般の地域にある公園と都市公園では、議会の質問のほうにもありましたけれど、

管理態勢が違うといえば違うし、また使用の目的の定められ方も違うのかもしれないんですけれども、それは地

域の人にも協力をお願いするということは余りできないようなことですか。地域の人はしないと言えばしないの

かもしれないのですけど。 

○都市計画課長 公園の管理につきましては、都市公園については基本的には塩尻市のほうで直接行っておりま

すが、開発等でつくられております開発緑地といわれている公園につきましては、現在地区のほうへできる限り

管理をお願いするような形で、それぞれの区ですとか地区が持っています公園を使う方に管理をお願いをしてい

っているところでございまして、現在、区と直接管理についての覚書を交わしまして、今そういった地区が管理

する公園が約１３０公園あるんですけれども、そのうち約半分で現在覚書を締結させていただいて管理を地区に

お願いしている状況でございまして、残りの半分についても、できる限りそういった形で地区のほうへ管理をお

願いをしていきたいということで今のところ考えております。 

○議長 あともう１点お願いします。除草した後、その草の処理が遅いと、そこに対しての弊害が出るというの

も聞かれたんですけれども、速やかに草を撤去してほしいというような、虫が出るんだったか、草がにおいがし

てくるんだったのか、ちょっと忘れたんですけれども、何かあったというようなことを聞いています。 

それとあともう１点、水辺の整備、小さい子供の家族の皆さんには大変好評なんですけれども、やはり滑った
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りですとか、危険というようなことで、その辺の安全で遊べるという態勢についても配慮をお願いしたいと思い

ますのでよろしくお願いいたします。 

○委員長 要望でよろしいですか。 

○議長 答弁があればお願いします。 

○都市計画課長 その辺につきましては今回の本会議の中で市長のほうからも答弁があったんですけれども、実

際行政がどこまでできるかという部分で、住民が思っている理想と現実といった部分で、できる限り市のほうも

対応してまいりますけれども、全てが市民の皆様が思っているような形では、なかなか現在の予算上では対応で

きないといったこともありますので、そういったことを踏まえまして御理解をいただきたいと思いますけれども。 

○議長 もう一言、言わせてください。やはり近隣と比べられて、どうしても塩尻は公園が少ないということを

言われます。そしてプールもやめてしまっていますので、やはり北部公園が使いやすいということが大変塩尻市

にとっての評価にもつながっていると思うので、すぐそばの隣の市にも使いやすい公園があったりするので、話

題の中でどうしても比較で出てくる現状があります。ですので、今の答えもわかるところはありますけれども、

使いやすい公園ということでぜひよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長 ほかに。 

○中村努委員 今の関連で、今、都市公園と計画緑地という両極端の話だったけど、今ぱっと私も思いつかない

ですけど、公園って何種類もあって、市が直接管理するものから地区へ管理の業務委託をしている公園、地域で

自主的に整備してもらう公園っていろいろあると思うんですが、その辺、どういう区分けになっていますか。 

○都市計画課長 担当の係長より御説明をいたします。 

○計画係長 市内の都市公園と開発緑地、あと一般の地区等で利用されている公園がございますけれども、都市

公園、こちらにつきましては市が都市計画決定をして整備をしてきた公園が１種類、それと先ほど申し上げた１

３５カ所ございますけれども、開発緑地といいまして市街地等で区画整理等が行われた場合に面積に応じて緑地

を設けなきゃいけないという制度になっておりますので、そういった公園が１３０以上ございます。それと市で

いいますと児童公園、こちらが大門地区でございますが１カ所、それと農村公園、こちらは主に農山村地域にご

ざいますけれども、こちらが５カ所というような形で、おおむねそういった区分けでそれぞれ管理する主管を分

けて管理しております。 

○中村努委員 例えば吉田の長者原公園、あれはどういう公園に属するんですか。 

○計画係長 吉田の長者原公園については都市公園という位置づけになります。 

○中村努委員 あといわゆる街区公園というのがあると思うんですが、そういう区分けはなかったでしたっけ。 

○都市計画課長 先ほどから言っておりますけれども、街区公園というのが先ほど係長のほうからも答弁しまし

たとおり区画整理でできた公園ですとか、あと３，０００平米以上の開発のときには面積に対しまして３％とい

う緑地を設けなさいという決まりがありますので、そういった公園を街区公園という形で私どもは呼んでいます。 

○中村努委員 では確認なんですが、都市公園については市が直接管理をして、整備については地区なりシルバ

ー人材センターなりに業務委託をして管理をしていただいていて、そのほかは地域住民のボランティアなりでや

っていただくという理解でいいわけですね。 

○都市計画課長 そのような形で管理をしているということでやっております。 
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○委員長 よろしいですか。 

○中村努委員 いろいろあると思いますけど、あと北部公園の関係、都市公園で実質的な管理は社会教育課のほ

うでやっていてわからないというのも、これも変な話で、きちんと都市公園という位置づけなら全部都市計画課

でやらなきゃいけないと思うんだけど、その辺いかがなんですか。 

○都市計画課長 グラウンドとテニスコートについてはスポーツ施設ということで、市民にとっても総合グラウ

ンドですとか中央スポーツ公園ですとか、そういったところと同じような形態で申請受付をしたりですとか、市

民にとっても使いやすい、申請しやすい、とりやすいとかいった窓口を一本化したほうがいいということで、ス

ポーツ施設についてはそういった形でスポーツ推進課のほうでお願いしているといった形ですので、あとの都市

公園の北部公園の草刈りですとか遊具ですとか、そういったものについては都市計画課のほうで管理をしており

ます。 

○中村努委員 そうすると小坂田の総合グラウンドはどうしているんですか。 

○都市計画課長 小坂田につきましても同じグラウンドですので、スポーツ推進課のほうで貸出等の管理をして

いただいている状況でございます。 

○中村努委員 そうすると同じ状況で小坂田公園のグラウンドはそちらで利用状況から全部把握されていて、北

部公園のほうは全然わからないと、これもおかしな話だし、利用者からするとスポーツ推進課のほうが窓口にな

っているのであれば、使い勝手だとか、こういうことを改善してほしいだとか、そういったほうへ言っていくと

思うんだけれど、条例上都市計画課の管轄だったらそれに対する予算づけだとかそういう問題が出てくるんだけ

ど、それはきちんとスポーツ推進課のほうとこういう連携ってとれているわけですか。 

○都市計画課長 連携につきましては、内部で連携をとれているといったことですけれども、ただ先ほど小坂田

公園のグラウンドについては、利用者の数がわかったという部分につきましては、あくまでも今回、小坂田の再

整備がありましたので、私どものほうで調べた結果をお答えさせていただいたといった形でして、人数について

はそういったことを調べたからわかったということで、先ほど答弁させていただいた状況でございます。 

○中村努委員 今、いろんな複合的な施設ですので、課がまたがるのは仕方がないのかなと思いますが、責任の

所在だけはしっかり、はっきりしておいてほしいと思います。要望でいいです。 

○古畑秀夫委員 単純なあれですが、北部公園は片面使用だけになっていて、こちらの小坂田のほうは片面、両

面と、こういう表になっているけど、金額が同じだもんで聞かなかったけど、これ、何か理由があってこういう

ふうになっているわけですかね。少年野球やなんか、北部公園を結構使っているようですけど、大体両面を使っ

たりしているもんですから、そのとき両面借りればいいってことだけど、表的になぜ全面、片面になっているか、

ちょっと聞きたいと思って。 

○都市計画課長 全面と片面については、あくまでもサイズのことでここに記載をしておりまして、基本となっ

ている塩尻の総合グラウンドの大きさが全面のサイズとなっておりまして、北部公園の場合は大体、総合グラウ

ンドの半分程度しかありませんので、片面使用という形で記載をさせていただいているといった状況でございま

すけれども。全面を使用してもこの片面という形で、この金額で全面を使えるといった形での記載でございます。 

○古畑秀夫委員 あそこは両方使えるようになっているけど、片面分しか取らないという。そうなれば片面って

いうのもおかしいよね。これ、片面っていう書き方がちょっとおかしいような気がするけど。 
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○都市計画課長 そういった考え方もあるかと思いますけれども、あくまでもその基準が総合グラウンドの大き

さを全面として、それを標準として使用料を決めているということで、北部公園の多目的グラウンドについては

片面ということで、片面のお金で全面を使用させているといったことでございます。 

○古畑秀夫委員 安いのはいいですけど、何か片面っていうと普通に考えれば半分っていう理解になるもんで、

これ、もしあれならこのついでに直したほうがいいような気がするんだけど。別に片面じゃなくて全面使用にし

ておけばいいと思うけど。あそこは結構両方で使ってやっているよね。 

○都市計画課長 意見としていただきましたので、その点につきましては検討させていただきたいと思います。 

○委員長 よろしいですか。 

○古畑秀夫委員 はい。 

○委員長 ほかに。よろしいでしょうか。 

それでは、これより自由討議を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 次に、議案に対する討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないようですので、議案第９号については、原案のとおり認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第９号塩尻市都市公園条例の一部を改正する条例については、全員一致をもっ

て可決すべきものと決しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第１０号 塩尻市農産物加工所条例の一部を改正する条例 

○委員長 続きまして、議案第１０号塩尻市農産物加工所条例の一部を改正する条例を議題といたします。これ

の説明を求めます。 

○農政課長 議案第１０号塩尻市農産物加工所条例の一部を改正する条例をお願いいたします。議案資料のほう

は２７ページ、２８ページになります。 

１の提案理由でございます。塩尻市農産物加工所の使用料を見直すことに伴い、必要な改正をするものでござ

います。 

２の概要でございます。塩尻市農産物加工所の使用料、時間あたり３００円を６００円に改めるものでござい

ます。条例の新旧対照表でございます。次のページをごらんいただきたいと思います。７条２項の前項の使用料

は１時間につき３００円とし、のところを前項の使用料は１時間につき６００円ということで変更するものでご

ざいます。 

あと、条例の施行等になります。令和２年４月１日から施行するものでございます。柿沢にある旧保育園のと

ころにある農産物加工所でございます。全庁的に行った使用料、手数料の見直しにおいて、受益者負担の原則、

また周辺地域の状況等を考慮し、見直したものでございます。私からは以上です。よろしくお願いいたします。 

○委員長 それでは、質疑を行います。委員の皆さんから質問ありましたらお願いをいたします。 

○中村努委員 これ、全体の使用料の見直しで見直したということですが、普通ほかの施設も見直していますけ
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ど、この見直す幅が、大体みんなその単位が１０円とか２０円とかいう見直しなんだけど、これについては倍で

すよね。周辺との比較とか、今そういう説明がありましたけど、どことどういう比較をしたのか、ちょっと教え

てください。 

○農政課長 担当の補佐から説明でよろしいでしょうか。 

○農業振興係長 農業振興係の米山と申します。今、課長が申し上げましたとおり、３年に一遍の使用料手数料

の見直しによりますもの、またもう一つの観点からは、近隣市町村との比較と、歳出における歳入の充足率、こ

ういったものを観点といたしまして見直しをさせていただいたところでございます。 

まず今の加工所における充足率で申し上げますと、職員の人件費だとか需用費、これは光熱費、あと営繕修繕

料、こういったものを加味しまして、６３万円余の歳出がございます。それに対して、歳入は使用料として６万

５，０００円余でございますので、充足率は１０．３％となっているところでございます。これで他市等の比較

をさせていただきます。安曇野市におきましては、塩尻市と同じ観点でやったところ、３８．６％というところ

で充足率がなっておりますし、松本市におきましては、これは一概には比べるということは難しいかもしれませ

んけれども、松本市は指定管理をされておりまして、その指定管理者に物を納入してそれを委託醸造というか、

委託してつくっていただくという観点でございます。リンゴジュースで考えさせていただきますと、マックス大

体１団体が１リットル瓶３００本、本市ではあるようでございます。本市でそれを計算しますと約６時間。３０

０円の使用料で６時間というと１，８００円の歳入。これが松本の場合で当てはめさせていただきますと、１本

１リットルの瓶で１７０円。これを３００本で計算しますと５万１，０００円。みそにつきましては、大体マッ

クス３６０キロ。これを扱うのに大豆８０キロを使うようでございますが、本市では約８時間。３００円の８時

間で２４００円。これを松本市で置きかえますと、委託するのに１キロ当たり６００円。それに８０キロを掛け

ますと４万８，０００円。それに８０キロを洗う手数料も取るということでございまして、これについては１３

キロ当たり１００円となっておりますので、これを計算すると約６．１となりますので、６００円。そうすると

みそをつくるのに４万８，６００円ということで、そういったところから加味しましても、大分他市からも低い

と思われますし、先ほど課長も申し上げましたとおり、利用者負担の考え方からいきましても、充足率１０．３％

というのはちょっと低いということからもありまして、今回３００円を６００円とさせていただいたところでご

ざいます。以上です。 

○中村努委員 この３年に１回の使用料の見直しというのは、その時々の社会情勢のいろんな要因だとか、それ

が現実に合わなくなっているところを直していくということだと思うのですよね。今の説明を聞いていると、そ

もそもの使用料設定がおかしいというふうに聞こえるのですよね。そういうことになってくると、最初の使用料

設定はどうやって決めたのというふうに、どうしても思ってしまうわけですよね。そうすると利用されている方

も、その辺のところは単純に何だかよくわからないけれど使用量が倍になってしまったという、そういう印象し

か残らないと思うので、ここは正直に当初の使用料設定が間違っていました、と言ったほうがわかりやすいと思

います。何か必然的に見直したみたいな言い方をするとちょっとおかしい感じがしますので、これは意見として

おきます。 

○委員長 よろしいですか。ほかに。 

○古畑秀夫委員 私も今の中村委員と同じような意見なのですけれど、当初たしか無料というかそんなようなこ
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とでやってきて、途中で使用料取るようになってきたのではないか、経過としては。そんなようなことで無料の

ものを有料にしたから余り一度に、みたいなことで最初の使用料設定がちょっと問題があったのではないかと思

うので、急に倍に上がってしまうとなると、かなり利用している人たち、特にこれから、さっき言ったリンゴの

ジュースだ、みそだとか、これからうんと使うようになるものですから、やるのは来年４月からですけれど、そ

ういう人たちにちゃんとした説明をしないと不信感だけ持たれてしまいますので、ぜひその辺は丁寧な説明をし

ていただきたいと思います。 

○委員長 要望でよろしいですか。ほかに。 

○牧野直樹委員 この施設を使っているグループだとか団体だとか、個人の人もいると思いますが、その個人の

人が、例えば１時間３００円が６００円になる。個人の人がリンゴジュース持って行って、今まで３００円で使

っていて、それを販売している人もいるかもしれない。いないですか、そういう人は。そういうのはだめだね。

そこら辺はよく聞いておかないと。ただこんな安いお金で貸して利益をもうけられたのでは、そういうことでは

ないね。では例えば、年間何団体が使っているのか。使っている人は大体決まっているのでしょう。 

○農政課長 一応、農産物加工所利用者の会みたいなものもつくってはございますし、主に使っているのは、考

える農業学習塾とかＪＡの女性部、あとそれぞれ団体ありますね、いろいろ。ティーフレンド、さくら会、○牧加

工クラブ、十何団体ありますね。それが交互に使っている形になります。 

○牧野直樹委員 それで年間の収入は幾らでしたか。 

○農政課長 ６万５，３００円。 

○牧野直樹委員 ６万５，０００円ではうんと安いのでは。もっと上げればいいのだよ。いきなり３００円が６

００円と言ったってこれは安すぎるわ。根本的にもう一回料金を見直して、来年正規に、市は奉仕団体じゃない

から、お金を取るところから取らないと。私はそう思う。 

○産業振興事業部長（農政・森林担当） この料金設定につきましては先ほど古畑委員もおっしゃったとおり、

遊休の市の施設、保育園になりますけれども、これを有効活用していただく。それから地場産品の地域ブランド

化等もありまして、安く設定したということがありますが、牧野委員がおっしゃられたように数値目標を立てて、

料金を上げていくことになります。５ランクに分けまして、例えば公益性が高い図書館なんかゼロ％、非市場的

ではなくて市場的なものにつきましては１００％の受益者負担金をしていこうということで、この施設はプラス

４になっていますので７５％受益者負担を、これが最終的な目標になるわけです。したがいまして六十数万円の

経費の７５％は最終的には受益者負担をしていかなければいけないところを、今回は１０％程度の受益者負担か

ら、これで値上げしますと３０％弱位になると思いますけれども、段階的に引き上げをしているというような状

況でございますので、御理解いただきたいと思います。以上です。 

○牧野直樹委員 そうすると何年もかかるよね。段々にと言ったって、１０％、１０％と、１０年以上かかるよ。

１０年以上かかるものを市がそんなに維持しなくたって私はいいと思う。やめてしまえばいいのでは、別にそん

なの。私はそう思う。無駄なことしているのでいけない。もうちょっと建設的に考えて無駄なことはやめて、あ

と何年かかるか試算をしてみて、６０万円かかるものが今あって、何万円ずつ上げていっても、そんな何十年か

かるものはすぐ見直しをして、やめて、あそこの場所を売るとか、そういうふうにしていかないとだめです。余

り優し過ぎるのもだめですよ。私はそう思います。 
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〇副市長 皆さん、若いものですから、この経過を知らないと思いますけども、そもそも、農産物加工所ってい

うのは昔は各公民館、たしか洗馬にもありましたよね。それから農業試験場の塩尻分場の中にも農産物加工所が

ありまして、それは基本的に無料で使えたんですよ、みんな。で、それが公民館の改築やなんかによって廃止を

され、農業試験場の中にあったものも改築によって廃止をされてきておりまして、そういうその経過の中で、利

用者の方々から、私たちがいわゆる自作の農産物を使って加工する施設をぜひつくってほしいというような話の

中から、柿沢の保育園の跡地を活用してつくりましょうということで、最初は無料でございました。 

そのうちに、今牧野委員の御指摘にあるように、自分の使うもの、これ保健所に許可をとってありませんので、

販売できません。ですから、どこかに贈答で差し上げることはできますけども、基本的に自家消費ということで

ございますので、そういう経過の中で、お金を取って、きちんと使用料を取ってやったほうがよかろうというこ

とで、３００円とか、当時幾らだったかちょっとわかりませんけども、その設定をしたわけでございます。いき

なり無料から料金を取るということなものですから、低い設定で始まった。そういう経過の中で、なかなか思い

切って見直しができないで、今部長が説明申し上げましたとおり、そういう基準に基づいて利用料負担というこ

とで、利用者の方々から徴収をしていくということが基本でございますので、徐々に上げていく、こういう方針

をとったわけでございますので、ぜひ御理解をお願いしたいと思います。 

〇委員長 牧野委員、よろしいですか。 

〇古畑秀夫委員 今、副市長が言われるように、当初無料で、それで地域のいわゆる活性化も含めた農産物を有

効に、リンゴなんかもあんまりいいリンゴじゃないようなのをジュースに絞ったりとか、みそも自分たちでつく

った豆を自分のうちで使うように、というようなことで仲間でやっている部分もありますので、余り全体の経費

が６３万円ということで、数字だけ合わせて７５万円までという考え方もあるはあるんですけど、全体の金額が

そんなに大きいわけじゃないので、少しこの辺で上げて様子見るみたいにして、どんどん上げたほうがいいとか

っていうのはちょっといろいろあると思うので、また御検討をいただきたいと思います。要望です。 

〇委員長 要望でよろしいですか。ほかに。 

ないようですので、それでは、これより自由討議を行います。今のやりとりなんかが自由討議の１つかな、と

いう気もいたしますが、何かございますか。 

〔「なし」の声あり〕 

〇委員長 それでは、議案に対する討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

〇委員長 ないようですので、議案第１０号については原案のとおり認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

〇委員長 異議なしと認め、議案第１０号、塩尻市農産物加工所条例の一部を改正する条例については、全員一

致をもって可決すべきものと決しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第１３号 市道路線の廃止及び認定について 

〇委員長 それでは議案第１３号市道路線の廃止及び認定についてを議題といたします。説明を求めます。 

〇建設課長 それでは、議案関係資料の３２、３３ページをお開きください。議案第１３号市道路線の廃止及び
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認定についてを御説明を申し上げます。 

 提案理由ですが、市道の廃止及び認定について、道路法第８条の第２項及び第１０条第３項の規定により、議

会の議決を求めるものでございます。概要につきましては、終点の位置が変わることに伴い、１路線を廃止し、

その廃止した路線の終点の位置を変更し、新たに認定するものと、開発行為に伴い帰属を受けたものと、地区要

望による２路線を認定するものでございます。廃止路線１路線、認定が３路線となります。 

 まず最初に、廃止する路線番号３３２９と、新規に認定する路線番号３５７４、いずれも路線名は芝茶屋１号

支線です。場所につきましては３４、３５ページをお開きください。別図１、別図２をごらんください。高出の

中央スポーツ公園と緑ヶ丘西交差点の中間の付近となってございます。住宅造成にかかわる開発行為に伴い、終

点の位置を南側に約３４メートル延長したものでございます。ページを戻っていただきまして、廃止する延長は

約７６メートルとなります。新たに同じ路線、認定する路線ですが、延長は約１１０メートルとなりまして、幅

員は６．２メートルで変わりございません。今回の道路には、両側に自由勾配側溝が設置されており、雨水処理

として１カ所の浸透ますが設置してございます。区画数は５区画となってございます。 

次に、路線番号３５７６、路線名、桔梗ヶ原県道２号線です。場所につきましては、３６ページ別図３をごら

んください。塩尻駅西口から西に向かって県道にぶつかった部分となります。ページを戻っていただきまして、

３２ページをお願いいたします。延長につきましては約１０３メートル、幅員は６．０メートルでございます。

開発道路の構造といたしましては、道路の両側に自由勾配側溝が設置されており、雨水処理として２カ所の浸透

ますが設置してございます。区画数ですが、一戸建ての区画が１４区画、共同住宅用の区画が１区画となってご

ざいます。 

続きまして、地区の要望に伴うものでございます。路線番号が３５７５、路線名が国道芝茶屋線です。場所に

つきましては、３７ページの別図４となります。国道１９号線の緑ヶ丘交差点の南側となります。高出五区の公

民館から市道芝茶屋線をつなぐ路線でございます。この路線につきましては、過去に道路の試掘をして、市に帰

属する予定で道路をつくっておりましたが、相続等の関係で塩尻市に名義が移らなかったものが、今回相続等整

いまして、塩尻市に名義が移ったことから認定するものでございます。今までは、国道から入って車どめが設置

されており、通行ができなくなっておりますが、これに伴いまして市道認定をして通行が可能となります。ペー

ジ戻っていただきまして、３２ページをお願いいたします。延長は約９４メートル、幅員は４．５メートルでご

ざいます。道路の構造は、両側に自由勾配側溝、雨水処理として浸透ますが設置されております。３３ページを

お願いいたします。参考といたしまして、今回の廃止及び認定することによりまして、市道路線の路線数は２路

線増加しまして２，５２６路線、延長は２３１メートル増加いたしまして８９万５，４４４メートルとなります。 

以上、今回の市道の廃止及び認定をする路線の説明でございます。よろしく御審議をお願いをいたします。 

〇委員長 それでは質疑を行います。委員の皆さんから質問はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

〇委員長 よろしいでしょうか。それでは質問はないということで、これより自由討議を行います。ありません

か。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 次に、議案に対する討論を行います。ありませんか。 
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それでは、ないようですので議案第１３号については、原案のとおり認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 では異議なしと認め、議案第１３号市道路線の廃止及び認定については、全員一致をもって可決すべ

きものと決しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第１４号 令和元年度塩尻市一般会計補正予算（第５号）歳出５款労働費（１項労働諸費２目ふれあいプラ

ザ運営費を除く）、６款農林水産業費、７款商工費、８款土木費 

○委員長 それでは続いて、議案第１４号令和元年度塩尻市一般会計補正予算（第５号）を議題といたします。

これの説明を求めます。 

○産業政策課長 それではお手元、議案書の３５、３６ページをお願いいたします。まず、３５ページ以降の歳

出全体を通しまして、人件費につきましては多くの科目で補正をお願いしております。この人件費は補正の理由

が各該当科目とも共通しておりますので、私のほうからその内容についてまず一括して御説明申し上げます。人

件費につきまして本年度の人事異動に伴う内容を加味いたしまして、年度末までを見通した上で、各該当科目に

おきまして職員給与費、嘱託員報酬、臨時職員賃金の補正をお願いするものであります。以降、各担当課からの

説明は省略させていただきますので御了承くださいますようお願いいたします。 

それでは次に、５ 款労働費１項労働諸費１目労政費について説明いたします。説明欄の白丸、ＵＩＪターン促

進事業、ＩＴ事業者居住費補助金につきましては、１２万円の増額補正をお願いするものでございます。この補

助金につきましては、ＩＴ事業者への本市への本格的な移住、事業開始及び拠点設置に向けまして試行的に移住、

創業を行う者に対し、移住のための家賃を月額２万円の６カ月分、年額１２万円を上限として交付しているもの

でございます。制度は、県の「おためしナガノ」事業と連携しておりまして、対象者の選考、また引っ越し代や

オフィスの家賃補助は県が実施をしております。市では居住の家賃のほうを補充しております。本年度は県全体

で４４人の応募があり、そのうちお試しの移住地として４名が塩尻市を希望し、２名が採用となっております。

お一人はアニメーションの製作、もうお一人はアプリケーションの開発事業を行っております。当初予算では平

成２９年度１名、平成３０年度ゼロ名の実績だったことから、１名分の上限を計上いたしましたけれども、今回

もう１名分、１２万円の増額補正をお願いするものでございます。私からの説明は以上です。 

○森林課長 続きまして、３７、３８ページをお願いをいたします。６款農林水産業費２項林業費３目造林費１

９節負担金補助及び交付金の森林整備補助金、１,０７５万７，０００円の増額であります。これは森林組合等が

実施をします森林軽減案に基づく搬出間伐であったり、作業道開設等の整備に対しまして、県の補助金交付要綱

に基づく国、県補助へのかさ上げ補助であります。ここで本年度の要望額が確定をいたしましたので、不足分１,

０７５万７，０００円を増額しまして総額５，４００万円余とするものであります。私からは以上です。 

○産業政策課長 続きまして、７款商工費１項商工費２目商工振興費について説明をいたします。説明版の白丸、

基幹産業強化支援事業、商工業振興対策事業負担金につきまして８３万７，０００円の増額補正をお願いするも

のでございます。こちらにつきましては、市内の中小企業がみずから新製品開発や新技術の研究開発を行う費用

に対し、補助率２分の１、上限５０万円を助成するものでございます。この創造的技術開発事業と申しますけれ

ども、長野県工業技術センター職員等で構成されました審査会において当初予定件数の４件に対して６件の提案
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が認められましたので補正するものでございます。６件の内容につきましては、樹脂製工具の開発や旋盤工具に

おける工具交換時期の適正化に関する研究や、木曽曲物の新ブランド、新商品の開発などでございます。 

次の白丸、商店街活性化事業、商店街活性化事業負担金につきましては、３７２万９，０００円の増額補正を

お願いするものでございます。中心市街地の活性化を図るため、空き店舗を改修し改築する場合に、直接要した

経費の２分の１、２００万円を上限として交付しております中心市街地空き店舗活用補助金におきまして、株式

会社しおじり街元気カンパニーが所有します空き店舗を改修し、コーヒーやサンドイッチを提供するカフェとコ

インランドリーを併設した店舗が来年１月に開業する予定があります。その改修費用と家賃補助分を増額補正す

るものでございます。この店舗は株式会社立石コーポレーションが運営をしまして、コインランドリーとカフェ

を併設しました、いわゆる「ランドリーカフェ」といわれます。こちらは長野県内では非常に新しい業態のお店

になってまいります。なお、本年９月に大門商店街にオープンいたしました、たこ焼き屋もこの事業の補助を受

けております。私からの説明は以上でございます。 

○建設課長 ３９、４０ページをお願いいたします。８款土木費１項土木管理費１目土木総務費の説明欄４つ目

の白丸、統合型ＧＩＳ共用空間データ作成事業の黒ポツの道路関係台帳等管理委託料６７万９，０００円の補正

となります。市道の新規の認定及び道路改良等によっての道路法制等変わった部分が増加したことから、市道台

帳の路線網の修正、あと調書の策定業務が当初予算に比べ増加したことから委託料を増額するものでございます。 

２項の道路橋梁費３目道路新設改良費、備考欄１つ目の白丸、生活道路事業、黒ポツ、用地取得費１００万円

の補正となります。市道野村大門線、通称「高原通り線」の郷原跨線橋、歯科大へ向かうところの緑ヶ丘西交差

点を３０メートルほど九里巾の国道のほうへ向かったところの交差点部分でございます。中学生の歩行者の安全

を確保してもらいたいという要望で、その所有者から用地を提供したい旨の申し出がありましたので、現地を確

認、また野村大門線の基本的な整備報酬を踏まえまして、用地約４０平米を購入するために用地取得費を増額す

るものでございます。 

その下の白丸、道路施設長寿命化改修事業、黒ポツ、市道新設改良費、１，０６９３万円の減額となります。

社会資本整備総合交付金の内示率が低い道路施設長寿命化改修事業の舗装修繕工事について、要望が低かったも

ので追加要望の申請をいたしましたが予算がつきませんでしたので、本来は舗装修繕工事を取りやめるところで

ございますが、舗装の傷みが進んで通行に危険が出てきてしまう恐れもありますので、財源を交付金から起債に

変更して舗装修繕工事を進めるものでございます。 

１１、１２ページをお願いをいたします。歳入でございます。１５款の国庫補助支出金の国庫補助金、ここの

１節の道路橋梁費補助金、説明欄の社会資本整備総合交付金が３，９３０万円を減額をいたします。 

続きまして１５ページをお願いいたします。市債のところの１節の道路橋梁債、備考欄の公共事業等債。これ

につきましては、社会交付金事業でなくなったものですから、この起債を使いませんので３，６２０円を減額し

ます。その起債の種類を変えてその下、公共施設等適正管理推進事業債に変更して、５，５８０万円を借り入れ

るものでございます。 

ページ、済みませんがお戻りいただきまして、３９、４０ページでございます。先ほどの道路施設長寿命化改

修事業にかかわる市道新設改良工事を１，６９３万円減額いたします。その残り、補修修繕工事に割り当ててあ

ります残りの予算６，２００万円で舗装修繕工事を進めるものでございます。私からは以上でございます。 
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○都市計画課長 私からは、４款都市計画費６目市街地活性化事業費につきまして御説明いたします。 

白丸、北部交流センター整備事業につきましては、すぐ下のポツ、監理委託料１３万５，０００円、北部交流

センター整備工事２０５万５，０００円、再整備工事１２９万８，０００円をそれぞれ事業費確定により減額す

るものでございます。 

ページをおめくりいただきまして、４１、４２ページをお願いします。７目交通安全対策費につきまして御説

明いたしますが、資料をお配りさせていただいてよろしいでしょうか。 

○委員長 はい、認めます。 

○都市計画課長 それでは４１、４２ページ。２つ目の白丸ですけれども、交通安全対策事業諸経費、すぐ下の

ポツ、自動車急発進防止装置整備費補助金３００万円の増額につきましては、去る１１月１１日の全員協議会で

御協議いただきました高齢運転者の交通事故防止対策として行います自動車急発進防止装置の設置に対する補助

制度について、来年２月から施行するために、それに必要な補正をお願いするものでございます。 

それでは、お手元に資料をお配りさせていただいておりますので、全員協議会以降、制度の内容について担当

のほうで検討を進めていますが、現段階での内容について資料に基づき御説明をさせていただきます。この補助

制度につきましては、装置のお金と着装費用を合わせた額の９割を補助金として支出をいたします。また、上限

を定め、最大８万円と上限を定めることといたします。 

青い一番上の白丸になるんですけれども、対象となる方につきましては、申請日において満７０歳以上の方、

②としまして塩尻市内に住所のある方、③としまして運転免許証を持っている方、④としまして市税等の滞納が

ない方といたします。 

次の丸ですけれども、対象となる装置につきましては規制のとおり急発進抑制タイプ、もしくは障害物感知タ

イプとしていくこととします。 

その下の白丸、対象となる車につきましては、①としまして申請者が主として使用する自家用自動車で、②に

記載のとおり、対象となる装置が装備できる車を対象といたします。また、右側のオレンジの囲みにありますと

おり、全員協議会のときには複数台の車両を持っている場合について、いずれの車両も制度を利用して可能とす

るよう検討したいと、私のほうで説明したんですけれども、翌日の新聞報道以降、多くのお問い合わせがありま

して、この制度をより多くの高齢者に活用をしていただくことが大切であるということを考えまして、一応、１

人につき１台とさせていただいております。なお、車の故障等により車の買いかえ等がやむを得なくなったとい

った場合の事由があるかと思いますけれど、これについては、一応、認めていきたいといったことで考えており

ます。 

次の白丸ですけれども、注意事項としましては、①事業により装置を整備した場合、整備後１年間は使用をお

願いすることとしています。これにつきましては、補助金等交付規則に財産処分の制限が記載されておりまして、

一応、今回の場合は装置の保障期間に合わせて１年間の使用を義務づけていくといったものでございます。ただ

し、先ほども言ったような１年以内に事故を起こして廃車をしなければいけないとか、買いかえをしなければい

けないといった場合も出てくるかと思いますので、そういった場合には規則に沿って承認申請書に理由書を添え

て出していただくことにより、１人２台目以降も認めていきたいと考えておりますので、よろしくお願いをいた

します。 
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次②③については、記載のとおりでございますので、御確認をお願いします。 

裏面をお願いをいたします。ここでは、補助金の交付手続きについて記載をしています。流れにつきましては、

補助金等交付規則に沿ったものでございますが、一番下のステップ５の補助金の支払いの部分で、市から申請者

ではなくて、市から取りつけた業者に直接お金が支払われる、委任払いといった部分を可能としておりますし、

申請についても、業者の代理申請を一応認めるといったぐあいで対応することとしております。 

最後になりますけれども、皆さん御承知のとおり、国もこれと同様の踏み間違い防止装置の費用補助について、

この１２月５日に閣議決定されました、経済対策の補正予算の中に盛り込まれているとの報道があったところで

すけれども、この制度の内容につきましては、直接国に問い合わせたところ、まだ具体的な内容についてはまだ

決まっていないといった回答をいただいておりまして、今後につきましては、国からの制度の詳細がこれから示

されることとなると思いますので、市としましては、お示しの内容で令和２年２月からこの制度をスタートさせ

まして、国の動向に合わせて来年度以降、制度の詳細について国の制度との整合を図ってまいりたいと考えてお

りますので、御了承をお願いをいたします。私からは以上でございます。 

○建築住宅課長 補正予算書４１、４２ページの５項住宅費１目住宅企画費、３つ目の白丸、空き家対策事業、

黒ポツ、住宅ストック活用事業補助金６７０万円の増額についてお願いをいたします。 

本事業は、居住環境を整備することにより、本市への移住または定住を促進するため、空き家の活用等を要す

る経費に対して２分の１を補助金として交付するもので、補助金の上限を空き家の片づけ等については１０万円、

空き家の改修または解体については５０万円としているものでございます。 

本年度、当初予算１，１３０万円で事業を進めておりましたが、現在の補助金申請件数が片づけ補助金につい

ては７件、改修補助については５件、解体補助について２０件、合計３２件。補助金総額が１，２３７万４，０

００円となり、当初予算では対応しきれず、やむを得ないものは、一部予算を流用し対応している状況です。加

えて今年度、残り３カ月の間にこの補助金の申請を予定している案件が、片づけが１件、改修が２件、解体が１

０件、合計で１３件ほどあることから、申請予定の１３件分、５６２万６，０００円と、現在予算流用している

１，０７４万円とを合わせた６７０万円を増額補正をお願いし、当初予算と合わせて１，８００万円とするもの

でございます。 

なお、この補助金に関して過去３年間で延べ９１件、２，７７７万７，０００円を補助金として交付しており

ますが、この補助金を活用した９１件の物件について可能な範囲で売買額を聞き取りしたトータル金額は３億３，

５００万円余となっており、３億円以上の不動産の流通を促した一側面が、この補助金にはあったものと考えて

おります。 

以上、令和元年度塩尻市一般会計補正予算（第５号）について説明させていただきました。御審議のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長 それでは、ここで１０分間休憩を入れたいと思います。 

午前１１時０６分 休憩 

――――――――――― 

午前１１時１６分 再開 

○委員長 それでは、審議を再開をいたします。 
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それでは、質疑を行います。委員の皆さんから質問はありませんか。 

○古畑秀夫委員 自動車の急発進防止装置の受付スタートって２月からですけれど、受付はいつからやる予定で

すか。 

○都市計画課長 ２月１日が土曜日となっておりますので、令和２年２月３日月曜日から申請の受付を開始する

予定となっております。 

○委員長 よろしいですか。 

○古畑秀夫委員 続けて、４２ページの空き家対策の関係で、住宅ストック活用事業が利用者が大変多いという

ことでの補正予算だということですが、どの程度空き家バンクへ登録をして活用されて、現在どの程度残ってる

というか、空き家バンクへの登録残というか、どの程度かちょっとわかったらお願いします。 

○建築住宅課長 空き家バンクに関しましては、昨年度末で７６件登録がありまして、うち５９件が成約してい

るような状況です。残りの空き家バンク登録に関してなんですが、平成２５年に一回調査をして、その時に空き

家の所有者等にアンケートを送った中で１１０数件の方が利活用されたいということで、その方にアプローチを

かけて、それが今実を結んできているというところでございます。まだまだこれから出てくる可能性もあります

し、昨年度空き家の追加調査をして三百数件ほど出て、そこの空き家の所有者の方にも今アンケートを送ってい

る状況ですので、また今後そういった方が利活用されたいという方がいらっしゃれば、また空き家バンクに登録

してこの補助金を使いたいという方が出てくる可能性はあるかと思います。以上です。 

○古畑委員 この前、地区で空き家の関係の説明会というか勉強会みたいなことをやったときに、１５件ほどし

か今空き家バンクへの登録がないというようなことで、大分進んでいてて１５件ということになると、少ないな

という感じを受けたわけですが。 

それからもう一つ、更地にして後住宅建てるというような関係の部分は、どの程度進んでるわけでしょうかね。 

○建築住宅課長 今現在、空き家バンクに登録されているのは確かに委員おっしゃるように、１０件前後だと思

います。空き家バンクに登録したくても相続がまだできなかったり、土地の区画が明確になっていなかったり、

調整区域だったり、そういう制限があって、バンクに登録したいけれども登録まで至らないというものがあると

いうふうに聞いております。 

空き家の解体した後の状況なんですが、トータルではないんですが、２８年度に解体補助金を出した案件につ

いては４件ございまして、そのうち３件は新築が終わっていまして、今１件建築の手続がされている状況です。

２９年度につきましては９件の解体補助金を交付しておりまして、そのうち５軒が新築されております。うち１

件につきましては敷地面積が広いということで、１敷地に２軒建つというようなことでとり行っています。昨年

度３０年度につきましては、１６件に解体補助金を出しておりまして、そのうち８軒家が建っていまして、先ほ

どの話で敷地が大きいということで、２つの敷地については２つに分けて、そこについては２軒２軒という形で

住宅が建っているという状況になっております。私からは以上です。 

○委員長 よろしいですか。ほかに。 

〇中村勉委員 今の空き家もそうなんですが、３８ページの商工振興費の補助金の負担金ですね。これは当初予

算に組んだけれども希望者が多いと補正で増額しているわけですけれど、当初予算で予算額を決めて終わり次第

終わりというのと、こういうふうに後から出てきたのは補正で対応するというのは、どうやって区別しているわ
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けですか。 

○産業政策課長 こちらの事業に関して申し上げますと、商店街の活力を与える事業ということで、補助金を申

請する件数が多ければ多いほど、市としても町の顔である大門と広丘、商店街の活性化に寄与するということで、

ポジティブに捉えて補正のほうはお願いをしているものでございます。 

○中村努委員 当初予算の予想以上の申請があったとは、非常に皆さん市民の方ポジティブだと思うんですよね。

だけど、一方は上限が決まっていて、もうだめですよというのもあるし、こういうふうに申請すれば補正まで組

んで充当してくれる事業もあるわけですよね。私は今、課長言われたとおり、市民のポジティブな感じでさまざ

まな補助制度を利用したいと言ったら、ほかのもそういう対応してくれたほうがいいんじゃないかなというふう

に思うんですよね。いかがですか。 

○副市長 私のほうから答弁申し上げますが、当初予算組むときにあらかじめ前年の対比だとか、このくらいの

利用がある予測があるんだけれども、実は当初予算でそれだけの財源というのが支出できないので組めないとい

う場合が間々ございます。したがってそういうものにつきましては、財政の制度の許す範囲で補正予算に繰り越

していく、その設計をする場合がございますので、まさに今ここに上がっております空き家対策事業等々につき

ましては、それからもう一つは信州の木、木造住宅の関係、商店街の振興事業の関係、これは主に工業のほうへ

行くわけですが、そういうことで、あらかじめ当初予算のときに予測をして補正に回そうということで設計をし

ているケースがございますので、そういうものについては補正予算である程度認めていくということで、してご

ざいます。 

○中村努委員 ぜひ市民が使いやすいような補助制度にしていっていただきたいと思います。 

ほかの件ですが、４０ページの道路の長寿命化の関係で、国庫補助事業が採択にならずに地方債に財源振替が

あったということですが、国庫支出金の減額と新しい地方債、大分金額が違うわけですけれど、結果として１，

６９３万円の減額ということですが、これは当初予定していた事業よりもかなり規模を縮小したというふうに考

えればいいわけですか。 

○建設課長 今回補正減して交付税でやろうと思っていた事業費というのは、７，９６０万円ほどでした。それ

を今回６，２００万円余にしたものですから、１，６９３万円ほどが規模を縮小、精査をさせていただいて、地

方債というのは借金になりますので、そういったところで、本当は国庫補助事業でやれれば一番いいんですけれ

ども、若干そういった部分的なものとか、補修の箇所を少し精査をして極力少なく、交付金でやるよりは減らし

て工事をやっていくということの方針で今回補正をさせていただいております。 

○中村勉委員 そういうことですと、次年度の国庫補助、いつになるかわからないけれども国庫補助が下りるま

で続けていくよりも、地方債でやったほうがいいという優先があって、そういう対応をしたということでいいわ

けですね。 

〇建設課長 道路の傷みがどんどん激しくなっていて、その場合も、今回古畑委員のほうから質問あったとおり、

かなりそういう事故がふえてきているので、１年でも早くやっていかないとそういう事故もふえてくるというこ

ともありまして、本来、交付金待っていればいいんですけれども、なかなかその補修の、修繕の補助金というの

はつきにくくなってきておりますので、そういった部分で今回そういう事故を防ぐということもありまして、財

源を振りかえてやらさせていただくということでございます。 
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〇中村務委員 大体私、本会議でも申し上げましたけれども、いろんな道路関係の要望が多いんだけれど、その

国庫補助事業、採択にならなかったので、できなかったというようなことで、我々としても納得せざるを得なか

った部分があるんですが、こういうやり方もあるんだなということを教えていただいたような気がします。 

 もう１個、同じページの市街地活性化事業の北部交流センターの整備事業。これは確定による減額ということ

でしたが、この財源の県・国の支出金が減って、地方債と一般財源がふえたという、これはどういうことでしょ

う。 

〇都市計画課長 財源のほう、私のほうで説明を落としておりまして、同資料の１２ページの部分で、社会資本

整備総合交付金、一応財源で５５４万９，０００円の減額になっておりますし、１６ページ、その部分で、起債

としまして公共事業等債が７０万円の減額、一般単独事業債が２０万円の減額、公共施設等適正管理推進事業債

２１０万円の増額といった形でなっておりまして、この補正につきましては、先ほど説明したとおり事業費が確

定になりまして、その中で交付金の対象事業となる部分とならない事業がありまして、その辺を設計の中できち

んと明確に分けたところ、こういった形で国費の減額になったもので、その分については、あと起債のほうで財

源を置きかえて補正をしているといったぐあいでございます。 

〇委員長 ほかに。 

〇中村努委員 先ほどの安全装置の関係ですが、これ、新聞にも全員協議会のあと出てしまったし、私もそのつ

もりで１人に何台でもいいですよみたいなこと言っちゃったんだけど、こういうふうになりました。 

 これは世帯としてではなくて、例えば、自分ちの軽トラは旦那さんの名義、普通の軽自動車が奥さんの名義と

いうような所有の仕方をしていた場合は、一世帯に２台つけても対象にはなるわけですね。 

〇都市計画課長 そのとおりでございまして、あくまでも免許保有の方が主に乗る車両という形で、そういった

場合には奥様の申請と御主人様の申請ということで、一家に２台設置できるといった形で考えております。 

〇中村努委員 もう１個の、対象となる車のところで、新車は補助対象外と書いてあるんですが、この新車とい

うこの定義は、今、普通、新車、新古車、中古車というような定義があると思うんですが、その意味でのこの新

車という意味で言っているのか、それともそういう新車、新古車、中古車の区別なく、購入時に一緒につけたも

ののことを指して、あくまで自己所有のものですということの違いなのか、その辺はどうですか。 

〇都市計画課長 そもそも論、今回の新車と言われている部分については、この１１月２７日の新聞に出た部分

をちょっと御紹介させていただきますけれども、国では２０１１年１１月から自動ブレーキ搭載をもう全ての車

に義務づけるという方向で進んでおります。各メーカーに対してそういった要請をしていると聞いておりますの

で、今後につきましては、今の段階でも、もう８０％以上の車にはそういったシステムなどを既につけられて販

売されていると聞いておりますので、そういったことを踏まえて市としてやりたいことは、今乗っておられる、

そういうものがついていない車へのシステムといいますか、急発進防止装置をつけていただくということが基本

と考えておりますので。基本的には、新しく買った車についている部分、例えばオプションになっているメーカ

ーもあると思いますので、オプションとしてつけられて新車で納入されている部分というのは、今回の対象には

一応今のところ２月からスタートするときには対象にしていかないといった形で考えておりますけれども、国の

ほうが新車に対してこの補助金、補助制度を導入していくといった報道もありますので、そういった形で国が制

度化するということであれば、私どもも新車についても国に合わせた形で見直しをしていく今後必要あると思い
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ます。とりあえず２月からスタートする部分については、新車という部分では新しく既に搭載されている車と、

あとオプションでつける車、あとは新古車と言われているような部分で、例えば納入以降に新たに付ける場合に

は、当然この申請していただければ設置できるというような考えでございます。  

〇中村努委員 今実際に車を購入するときの手続きみたいなことを想像すると、今、先ほどこの補助申請は業者

でも代行してできるという話がありましたよね。例えば、当然そういう装置がついた新車というのは対象外とい

うのはわかるんですけれども、そういう装置がついていない新古車なり中古車というものを買うときに、じゃあ

そのオプションとして、セットとして業者がその補助金の申請までやって代理に受領して、トータルで幾らです

よと、販売というかそういうことができるのか。あくまでそれはそれとして、１回買っておいて、使用した段階

で、追加に工事してやる場合につくのか。売る側としたら、全部ワンセットにして売ったほうが売りやすいわけ

ですね。そういうことはだめということですか。 

〇都市計画課長 あくまでも後づけした、こういった装置をつけた場合に対象としていきたいと、今のところ考

えております。 

〇中村努委員 わかりました。それと、あともう１回。この間も聞いたんですが、市内業者ということですが、

市内には車の販売のみの車屋さんがあると思いますが、例えばそれが市内業者と認められた場合、実際その窓口

はその市内の業者なんだけれども、実際の取りつけ工事は別の松本市とか、そこの工場でやるというようなケー

スも、販売だけの業者も市内業者というふうに見ていただけるんですか。 

〇都市計画課長 新車については必要ないので、あくまでもチラシの裏面にステップ２の部分で、補助金の交付

申請に必要な書類があります。ここで見積書を出していただく形になりますので、ここが多分個人もお金を支払

う先になりますので、この見積書が出てくるところが市内の業者であるか否かという部分を市のほうでは判断し

ていきたいと考えております。 

〇中村努委員 確認ですが、車屋さんで販売だけしているところからその見積もりがもらえれば、それは市内業

者として適用になるということでいいんですね。 

〇都市計画課長 一応そういった形で考えております。 

〇委員長 ほかに。私のほうから１点。この今の制度でありますが、県内のほかの市町村の同様の前例、あるい

は、今一緒に考えている、こういった情報はいかがでしょうか。東京都なんかが初めてたしかやったんで、かな

りセンセーショナルにこの制度が普及したという背景があると思いますが、県内の他の自治体の状況はいかがで

しょうか。 

〇都市計画課長 県内の状況ですけれども、新車購入補助につきまして、飯島町が２万円、小川村が３万円とい

う形でありますし、私どものように後づけ踏み間違い防止装置ということで坂城町が７０歳以上の方を対象に上

限２万円で２分の１補助をこの１０月から行っていると聞いておりますし、南木曽町では６５歳以上対象に上限

１万５，０００円を補助していくといった制度を９月から実施していると聞いております。また、軽井沢町では

現在、来年の４月からこの制度を取り入れたいということで検討に入っているといったぐあいで聞いております。 

〇委員長 条件とかから見ると、塩尻市のこの条件、これはかなりいいものだという認識でよろしいでしょうか

ね。 

〇都市計画課長 そのとおりでございまして、こういった装置で一つでも事故が減らせればということで、７０
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歳以上のより多くの方に普及していって、この制度を活用していただきたいということで今回お願いするのでご

ざいますので、よろしくお願いします。 

〇委員長 わかりました。ほかにありましたら。よろしいでしょうか。 

それでは質疑がないということで、これより自由討議を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

〇委員長 ないので議案に対する討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

〇委員長 ないようですので、議案第１４号令和元年度塩尻市一般会計補正予算（第５号）中、当委員会に付託

されました部分につきましては、議案のとおり認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

〇委員長 御異議なしと認めます。議案第１４号令和元年度塩尻市一般会計補正予算（第５号）中、当委員会に

付託された部分につきましては、全員一致をもって可決すべきものと決しました。 

 議案に対する審査は以上でございます。行政側から何かございましたらお願いをいたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

閉会中の継続審査の申し出 

〇産業振興事業部長（産業政策・観光担当） 閉会中の継続審査についてお願い申し上げます。本委員会所管の

各事業部、大変重要な案件を抱えておりますので、よろしくお願いいたします。 

〇委員長 ただいま、継続審査の申し出がございましたが、これについて御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

〇委員長 異議なしと認め、そのように議長に申し出をいたします。 

 以上で当委員会に付託されました全ての案件の審査を終了いたしました。なお、当委員会の審査結果報告書及

び委員長報告の案文につきましては委員長に御一任いただきたいが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

〇委員長 それではそのようにさせていただきたいと思います。最後に理事者から御挨拶があればお願いをいた

します。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

理事者挨拶 

〇副市長 慎重に御審査をいただきまして、提案をいたしました全ての議案についてお認めをいただきまして、

大変ありがとうございました。審査の中でいただいた御意見、御要望に関しましては、今後の行政の中にしっか

りと生かしてまいりたいというふうに思っております。どうもありがとうございました。 

〇委員長 それでは以上をもちまして１２月定例会産業建設委員会を閉会といたします。御苦労さまでした。 

午前１１時４３分 閉会 
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